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個人向けのポイント作成にあたって

•新型コロナウイルスへの対応で、当初子育て世代
の収入減が心配されたが、対応が長期化する中
で、働く世代全体への収入減少が懸念されている。

•改めて日本の社会保障制度を振り返ると、既存
の制度で対応できる範囲が広いことがわかる一方、
制度だけでは不足する部分への対策が必要と考
えられる。

•働き方として個人事業者を選択した人への社会
保障が欠けており、至急何らかの対策が必要であ
る。
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社会保障で確保される収入範囲

勤務先

売上 給与

・ 雇用調整助成金や小学校休業等対応支援金
（上限日当8,333円）を通じて一定額を保障
※フリーランス、個人事業者は4,000円程度
※時給1,000円以上、8時間労働者には
満額保障できない（企業負担増加）

• 失業者には失業保険で保障
• 入院等患者には傷病手当金で保障

• 売上の確保は別途記載
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社会保障だけでは収入の保障が足りない部分

勤務先

売上 給与

・ 雇用調整助成金や小学校休業等対応支援金
（上限日当8,333円）を通じて一定額を保障
※フリーランス、個人事業者は4,000円程度
※時給1,000円以上、8時間労働者には
満額保障できない（企業負担増加）

• 失業者には失業保険で保障
• 入院等患者には傷病手当金で保障

• 売上の確保は別途記載

・雇用調整助成金の上限8,333円（大企業1/2、
中小企業2/3）では、雇用の確保が困難である

ことが明白。人件費率（固定費率）の高い企業
や会社にとっては大きく足りず、雇用維持のた
めのさらなる従業員休業補償給付の検討余地
あり

・小学校休業等対応支援金だけでは、立場の
弱い個人事業者向けの対策としては不十分。

・失業保険（雇用保険の基本手当）の支給額
（賃金日額）が給与に対するカバー率50-80％
となるため、失業即減収となる。

・失業保険の所定給付日数が若年者、雇用期
間の短い人に対して薄いため、若年層の生活
保障が十分でない。

・傷病手当金の支給額が標準報酬月額の日
額換算額×2/3となり、所得減少に直結。
・傷病手当金の待機期間が3日あり、陽性患者

の入院措置を念頭に、待期期間を減らす必要
あり。
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消費支出を抑制せず家計を改善しうる家計項目

• 公的部門、許認可業界で支払いを猶予できる支出項目

• 短期的に必要のない支出
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緊急経済対策の実施ポイント（個人家計）

社会保障による収入の確保１

保障対象外に対する新規保障創設２

納税、金融関係費用の猶予３
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